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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】航空機の特徴部に対する障害物の操縦士の認識
を支援するためのシステム及び方法を提供する。
【解決手段】処理装置３６、５０は、航空機特徴部（例
えば、灯モジュール３０）内に取り付けられた検出器２
６から検出器情報を受信し、受信された検出器情報又は
データベース情報に基づいて、少なくとも１つの障害物
が予め規定された視野内に置かれているかどうかを決定
し、画像を生成する。画像は、航空機の翼先端を表す少
なくとも１つの特徴部を有する自機絵記号、及び決定さ
れた少なくとも１つの障害物に関連付けられた少なくと
も１つの指示子を含む。表示装置５４が生成された画像
を提示する。表示装置は、左翼に関係付けられた１つの
翼先端特徴部に隣接する第１の検出適用範囲領域の先端
、及び右翼に関係付けられた１つの翼先端特徴部に隣接
する第２の検出適用範囲領域の先端を提示する。指示子
は、適用範囲領域のうちの少なくとも１つの中に提示さ
れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機（２０）用のシステムであって、
　　翼先端灯モジュール（３０）、胴体、発動機覆い、着陸装置、又は尾部構成要素のう
ちの少なくとも１つに取り付けられた１つ又は複数の検出器（２６）から検出器情報を受
信し、
　　前記受信された検出器情報に基づいて、予め決められた視野内に少なくとも１つの障
害物が置かれているかどうかを決定し、
　　　前記航空機の前記少なくとも１つの翼先端灯モジュール、胴体、発動機覆い、着陸
装置、又は尾部構成要素を表す少なくとも１つの特徴部を含む自機絵記号（８２）、及び
　　　前記決定された少なくとも１つの障害物に関連付けられた少なくとも１つの指示子
（９０）
　　を含む画像を生成する
　ように構成された処理装置（３６、５０）と、
　前記生成された画像を提示するように構成された表示装置（５４）と
を備える、システム。
【請求項２】
　前記生成された画像は、第１の検出適用範囲領域（８４）及び第２の検出適用範囲領域
（８６）を含み、前記表示装置は、前記航空機の左翼に関係付けられた前記少なくとも１
つの特徴部に隣接する前記第１の検出適用範囲領域の先端、及び前記航空機の右翼に関係
付けられた前記少なくとも１つの特徴部に隣接する前記第２の検出適用範囲領域の先端を
提示し、
　前記少なくとも１つの指示子は、前記適用範囲領域のうちの少なくとも１つの中に提示
され、
　前記少なくとも１つの指示子は、前記適用範囲領域のうちの少なくとも１つの範囲特徴
を一意的に示すことを含み、前記一意的に示された範囲特徴は、前記受信された検出器情
報又は格納された情報のうちの少なくとも１つに含まれる障害物距離情報に対応する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　空港施設情報を格納するように構成された記憶装置（６０）をさらに備え、
　前記少なくとも１つの指示子は、前記受信された検出器情報又は前記格納された空港施
設情報のうちの少なくとも１つに基づく、前記少なくとも１つの決定された障害物の少な
くとも部分的な輪郭を含み、
　前記少なくとも部分的な輪郭は、前記適用範囲領域のうちの少なくとも１つの中に提示
され、
　前記生成された画像は、
　　前記航空機の外部の第１の領域に関連付けられた第１の区域（１２６）であって、前
記第１の領域は、障害物がその中で検知された場合、前記航空機は前記航空機の現在の機
首方位に基づいて衝突を回避することになる領域である、第１の区域と、
　　前記航空機の外部の第２の領域に関係付けられた第２の区画（１２８）であって、前
記第２の領域は、障害物がその中で検知された場合、前記航空機は前記航空機の現在の機
首方位に基づいて前記障害物と衝突する可能性が高いであろう領域である、第２の区画と
を含み、
　前記第１の区域の第１の部分及び前記第２の区域の第１の部分は、前記自機絵記号の左
翼先端から提示され、
　前記第１の区域の第２の部分及び前記第２の区域の第２の部分は、前記自機絵記号の右
翼先端から提示される、
請求項１記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
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【０００１】
　[0001]地表面動作が翼の軌道内の対象物との翼先端衝突のおそれのためかなりの損害の
危険性を示すことの、国家運輸安全委員会（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔ
ｉｏｎ　Ｓａｆｅｔｙ　Ｂｏａｒｄ）（ＮＴＳＢ）によって提出された証拠が存在する。
地表面事故の３つの主な原因が、ＮＴＳＢデータベースで識別される。
（１）十分な視覚的警戒を維持することの失敗
（２）翼及び障害物間の距離を認識することの失敗
（３）必須の余裕幅を維持することの失敗
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　[0002]本発明は、航空機の翼先端に対する障害物の操縦士の認識を支援するためのシス
テム及び方法を提供する。例示的な処理装置は、１つ又は複数の翼先端灯モジュール内に
取り付けられた１つ又は複数の検出器からの検出器情報を受信し、受信した検出器情報に
基づいて、少なくとも１つの障害物が予め規定された視野内に置かれているかどうかを決
定し、画像を生成する。画像は、航空機の翼先端を表す少なくとも１つの特徴部を有する
自機絵記号、及び決定された少なくとも１つの障害物に関連付けられた少なくとも１つの
指示子を含む。表示装置が生成された画像を提示する。実施の他の例は、航空機の周囲３
６０度を扱うために、異なる航空機胴体部分への取付けを含んでもよい。
【０００３】
　[0003]本発明の一態様では、生成される画像は、第１の検出適用範囲領域及び第２の検
出適用範囲領域を含む。表示装置は、航空機の左翼に関係付けられた少なくとも１つの翼
先端特徴部に隣接する第１の検出適用範囲領域の先端、及び航空機の右翼に関係付けられ
た少なくとも１つの翼先端特徴部に隣接する第２の検出適用範囲領域の先端を提示する。
指示子は、適用範囲領域のうちの少なくとも１つの中に提示される。
【０００４】
　[0004]本発明の他の態様では、円錐及び自機絵記号が一対一の関係で提示され、適用範
囲領域及び自機絵記号は、２つの異なる範囲の解像度の一方で提示される。
　[0005]本発明の依然として他の態様では、少なくとも１つの指示子は、適用範囲領域の
うちの少なくとも１つの範囲線又は他の形式の絵記号を一意的に示すことを含む。一意的
に示される範囲線は、受信された検出器情報に含まれる障害物距離情報に対応する。
【０００５】
　[0006]本発明のさらに他の態様では、少なくとも１つの指示子は、適用範囲領域のうち
の少なくとも１つの中に配置される距離値を含む。距離値は、受信された検出器情報に含
まれる障害物距離情報に対応する。
【０００６】
　[0007]本発明のさらなる他の態様では、記憶装置が空港施設情報を格納する。少なくと
も１つの指示子は、受信された検出器情報又は格納された空港施設情報のうちの少なくと
も１つに基づいて、少なくとも１つの決定された障害物の少なくとも部分的な輪郭を含む
。少なくとも部分的な輪郭は、適用範囲領域のうちの少なくとも１つの中に提示される。
【０００７】
　[0008]本発明の依然としてさらなる態様では、生成される画像は、航空機の外部の第１
の領域に関係付けられた第１の区域を含み、第１の領域は、障害物がその中で検知された
場合、航空機は、航空機の現在の機首方位に基づいて衝突を回避することになる領域であ
り、生成される画像は、航空機の外部の第２の領域に関係付けられた第２の区画を含み、
第２の領域は、障害物がその中で検知された場合、航空機は、航空機の現在の機首方位に
基づいて障害物と衝突する可能性が高いであろう領域である。
【０００８】
　[0009]本発明のさらにさらなる態様では、第１の区域の第１の部分及び第２の区域の第
１の部分は、自機絵記号の左翼先端から提示される。第１の区域の第２の部分及び第２の
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区域の第２の部分は、自機絵記号の右翼先端から提示される。
【０００９】
　[0010]本発明の依然としてさらに他の態様では、少なくとも１つの指示子は、検出器情
報に基づいて区域部分の１つに第１の形式で提示される最も近い障害物の絵記号を含む。
少なくとも１つの指示子は、検出器情報に基づいて区域部分の１つに第２の形式で提示さ
れる次に最も近い障害物の絵記号を含む。
【００１０】
　[0011]本発明の依然としてさらに他の態様では、少なくとも１つの指示子は、検出器情
報に基づいて第１の区域の区域部分の１つに第１の形式で提示される第１の区域内の最も
近い障害物の絵記号を含む。少なくとも１つの指示子は、検出器情報に基づいて第２の区
域の区域部分の１つに第２の形式で提示される第２の区域内の最も近い障害物の絵記号を
含む。
【００１１】
　[0012]本発明の他の態様では、処理装置は、現在の航空機の速度及び進路に基づいて各
々の翼先端の軌道を決定する。生成される画像は、関連する翼先端の決定された軌道に基
づいて生成される第１の翼先端ベクトル、及び関連する翼先端の決定された進路に基づい
て生成される第２の翼先端ベクトルを含む。翼先端ベクトルは、距離又は時間値のうちの
少なくとも一方に基づく。
【００１２】
　[0013]本発明の好適な実施形態及び代わりの実施形態は、以下の図面を参照して以下に
詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】[0014]本発明の一実施形態に従って形成される例示的なシステムのブロック図で
ある。
【図２】[0015]本発明の一実施形態に従って形成される航空機胴体の正面図である。
【図３】[0016]図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショ
ットである。
【図４】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショットで
ある。
【図５】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショットで
ある。
【図６】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショットで
ある。
【図７】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショットで
ある。
【図８】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショットで
ある。
【図９】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショットで
ある。
【図１０】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
【図１１】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
【図１２】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
【図１３】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
【図１４】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
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【図１５】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
【図１６】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
【図１７】図１に示すシステムによって生成される例示的な移動地図画像の画面ショット
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0017]一実施形態では、図１に示すように、例示的な空港地表面衝突回避システム（ａ
ｉｒｐｏｒｔ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ－ａｖｏｉｄａｎｃｅ　ｓｙｓｔｅ
ｍ）（ＡＳＣＡＳ）１８は、航空機２０上の構成要素を含み、航空機２０から取り外され
る構成要素を含んでもよい。航空機２０は、航空機の灯モジュール３０内に含まれる検出
器（例えば、放射体／検出器（すなわちレーダ））２６を含む。灯モジュール３０は、航
空灯／位置灯３４、処理装置３６、及び通信装置３８も含む。検出器２６は、通信装置３
８を介して（有線又は無線で）１つ又は複数の利用者インタフェース（ＵＩ）装置４４～
４８と通信する。
【００１５】
　[0018]一実施形態では、ＵＩ装置４４～４８は、処理装置５０（任意）、通信装置（有
線又は無線）５２、及び警報装置（複数可）（表示装置５４）を含む。操縦士及び／又は
地上勤務員（牽引車運転手、翼端誘導員、等）のためのＵＩ装置４４～４８は、検出器由
来の処理された情報に基づいて、聴覚的及び／又は視覚的合図を（例えば、ヘッドホン、
ＰＣタブレット、等を介して）提供する。
【００１６】
　[0019]検出器２６からの情報に基づいて、ＵＩ装置４４～４８は、以下の情報、すなわ
ち、侵入者の検知及び追跡、危険の評価及び優先度付け、危険画像の提示、並びに、行動
の宣言及び決定のいくつか又はすべてを提供する。検出に関連する警報が生成されると、
衝突回避行動（例えば、航空機を停止させる、侵入者を避ける、等）の実行が、操縦士、
若しくは牽引状況であれば牽引車運転手によって手動で行われ、又は自動化システム（例
えば、自動ブレーキ）によって自動で行われる。
【００１７】
　[0020]一実施形態では、検出器情報の処理が、検出器段階の処理装置３６によって及び
／又はＵＩ装置４４～４８で処理装置５０によって行われる。
　[0021]一実施形態では、状況認識が、放送型自動従属監視（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｄｅ
ｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ－ｂｒｏａｄｃａｓｔ）／放送型交通情報サ
ービス（ｔｒａｆｆｉｃ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅ－ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ）（ＡＤＳ－Ｂ／ＴＩＳ－Ｂ）、車両／航空機／障害物の空港／航空路情報（例えば、
ＷｉＭＡＸ（登録商標）を介する）との統合、及び通信装置５２を使用して個々の装置に
よって受信された空港移動地図、合成映像システム（ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｖｉｓｉｏｎ
　ｓｙｓｔｅｍ）／増強視野システム（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｖｉｓｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ
）／複合視覚システム（ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｖｉｓｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）（ＳＶＳ／Ｅ
ＶＳ／ＣＶＳ）との統合によって改善される。
【００１８】
　[0022]一実施形態では、本発明は、飛行計画及び地上滑走許可情報、並びに、記憶装置
６０に格納される又は通信装置５２によって情報源から受信される空港建物／障害物デー
タベースを解析することによって、誤警報を減らす。
【００１９】
　[0023]翼又は尾部の航空灯モジュールに含まれる検出器２６は、航空機２０のほぼ完全
な検出器適用範囲を提供する。完全な適用範囲は、航空機２０上に戦略的に配置される他
の灯内に検出器を配置することによって達成され得る。
【００２０】
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　[0024]本発明は、異なる関係者のための異なるＵＩ装置を、電子飛行バッグ（ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ　ｆｌｉｇｈｔ　ｂａｇ）（ＥＦＢ）／一次飛行表示（ｐｒｉｍａｒｙ　ｆ
ｌｉｇｈｔ　ｄｉｓｐｌａｙ）（ＰＦＤ）／多機能表示（ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　
ｄｉｓｐｌａｙ）（ＭＦＤ）／操縦士への航法表示、ＥＦＢ／牽引車運転手への受送話器
、翼端誘導員への受送話器、等によって提供する。
【００２１】
　[0025]操縦士及び牽引車運転手は、聴覚的、視覚的、及び／又は触覚的に警告される。
例えば、ＥＦＢ表示上に提示される視覚的警報は、輪郭を描かれた航空機翼先端、又は任
意の障害物の強調を示し、例については以下の図を参照されたい。聴覚的警報は、内部電
話若しくは他の警告電子装置、又はあるいは乗員警報システム（Ｃｒｅｗ　Ａｌｅｒｔｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）（ＣＡＳ）等、既存の設置された設備によってもよい。
【００２２】
　[0026]翼先端及び尾部に含まれる検出器２６の視野（ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　ｖｉｅｗ）（
ＦＯＶ）は、航空機周辺の理想的な適用範囲を提供する。ＦＯＶパラメータは、典型的な
事故の幾何学的配置及び機能要件から導出される。航空機を取り囲む盲点は、１つの候補
技術（レーダ）のＦＯＶ、及び翼／尾部航空灯モジュール３０内部にレーダを配置するこ
とに関連する制約に基づく。他のＦＯＶが、検出器２６を配置する場所に応じて可能であ
る。
【００２３】
　[0027]一実施形態では、検出器ＦＯＶのしきい値は、最大及び最小停止距離に基づいて
評価される。
最大距離：
・制動作用は航空機によって実行される。
・航空機は１６ｍ／秒の対地速度によって移動しており、これは最大想定牽引速度に対応
する。（他のしきい値牽引速度が使用されてもよい。）
・航空機は、対応する航空機制動率μＢ＝０．３を有する濡れた粗悪な滑走路上で移動し
ている。（制動摩擦係数は、存在する汚染物質の関数として変化する。）
・航空機は揚力を発生していない。
・横滑りは想定されない。
最小距離：
・制動作用は航空機によって実行される。
・航空機は１．４ｍ／秒の対地速度によって移動しており、これは後ろに押されている航
空機の速度（例えば、速い人間の歩き）（他の速度が使用されてもよい）に対応する。
・航空機は、対応する航空機制動率μＢ＝０．３（表面状態に依存する）を有する濡れた
粗悪な滑走路上で移動している。
・航空機は揚力を発生していない。
・横滑りは想定されない。
【００２４】
　[0028]航空機制動係数（μＢ）は、制動下で車輪に作用する減速力を集約する係数を含
む。一実施形態では、μＢ＝Ｆｂｒｅａｋｉｎｇ／（ｍｇ－Ｌ）である。量は、Ｆｂｒｅ

ａｋｉｎｇが制動力、ｍが航空機質量、Ｌが揚力、ｇが重力加速度である。航空機制動係
数は、タイヤ対地面の摩擦係数と等価ではない。推定される航空機制動係数は、滑走路表
面、汚染物質、及び航空機制動装置（例えば、滑り止めの効率、制動機の摩耗）による影
響を組み込む包括的な用語である。
【００２５】
　[0029]修正動作を実行するための結果として生じる時間は、仕事量及び物体エネルギー
間の関係から導出される。仕事量は、
Ｗ＝Ｆｂｒｅａｋｉｎｇｄ　　（１）
として定義され、ここで、
Ｆｂｒｅａｋｉｎｇ＝μＢ（ｍｇ－Ｌ）　　（２）



(7) JP 2013-249057 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

である。
【００２６】
　[0030]零揚力（微動時に航空機によって生成される揚力が無視され得る）に対して、
Ｗ＝ｍμＢｇｄ
が示される。
【００２７】
　[0031]仕事量及びエネルギー間の関係から導出される制動距離は、
【００２８】
【数１】

【００２９】
であり、ここでｖは速度である。
　[0032]代入によって、一様に減速される運動の距離は、
【００３０】
【数２】

【００３１】
である。
　[0033]処理の制動力で航空機を減速させるために必要な結果として生じる時間に関する
式は、
【００３２】
【数３】

【００３３】
のように導出される。
　[0034]式６は、滑走路の近傍で高速牽引中の航空機を停止させるために必要な時間を規
定するために使用され、並びに、航空機が出入口から押し戻されている間の停止するため
の時間の決定のために使用される。
【００３４】
　[0035]灯モジュール３０内に配置される通信装置３８は、検出器無線装置（ｓｅｎｓｏ
ｒ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｕｎｉｔ）（ＳＷＵ）として示され、図３を参照されたい。検出
器２６によって測定されたデータは、ＳＷＵによって、操縦室の近く又は操縦室内のどこ
かに配置された出入口無線装置（ｇａｔｅｗａｙ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｕｎｉｔ）（ＧＷ
Ｕ）に送信される（例えば、通信装置５２は、操縦室ＵＩ装置４４内に配置される）。Ｇ
ＷＵは中央装置（すなわち、処理装置５０）に接続され、中央装置は、データ処理を実行
し、周囲の障害物についての情報を与える操縦士又は他の人員と相互作用する。
【００３５】
　[0036]検知された障害物の位置及び距離は、警報装置の表示装置５４（ＥＦＢ、航法表
示装置、又は複数の警報モード（例えば、許可モード、注意モード、及び警告モード）を
有するヘッドアップ表示装置（HUD））等の表示装置上で視覚的に提示される。警報の場
合では、ビープ音が活性化され、乗員警報システム（ＣＡＳ）を使用して再生される。注
意段階に達した場合、ビープ音の周波数（ビープ間の時間）が増加され、警告段階のため
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の連続音に変化する。聴覚的警報には、視覚的警報（図表又は文字）が伴われてもよい。
【００３６】
　[0037]一実施形態では、注意及び警告警報が稼働中の場合、処理された検出器データに
基づいて障害物の位置を説明する音声指令が、ＣＡＳによって再生され、すなわち、「左
」は左翼の衝突の危険、「右」は右翼の衝突の危険、「後方」は胴体の後部での衝突の危
険（押し戻し動作）で再生される。
【００３７】
　[0038]牽引車運転手のためのＵＩ装置は、視覚的様式の適用が携帯用装置又はタブレッ
トで行われることを除いて、航空機乗組員のためのＵＩ装置と同様である。
　[0039]ＡＳＣＡＳ構成（検出器の数）は、航空機の操作員の好みに応じて異なってもよ
い。要求される保護の水準に応じて、無線レーダが他の航空機灯に追加されてもよい。
【００３８】
　[0040]一実施形態では、内部気象レーダ（ｗｅａｔｈｅｒ　ｒａｄａｒ）（ＷＲ）円錐
アンテナが、機首気象レーダ円錐内に配置される（図２を参照されたい）。ＧＷＵアンテ
ナ（複数可）は、これらがＷＲの性能に影響しないような方法で円錐の下に取り付けられ
る。単一のアンテナがＷＲ区画の上部若しくは下部に配置され、又は２つの側面取付け式
アンテナが使用される。アンテナは、ゲートリンク（ＧａｔｅＬｉｎｋ）アンテナと共有
されてもよい。
【００３９】
　[0041]一実施形態では、本発明は、搭乗操作員への翼軌道に対する障害物の提示のため
のシステム及び方法を提供する。処理装置３６又は５０は、翼先端レーダ検出器２６から
データを受信し、独立型装置（例えば、電子飛行バッグ（ＥＦＢ））又は統合された航空
電子工学（ａｖｉｏｎｉｃ）表示装置によって表される操縦室表示装置５４で提示するた
めのデータを構成し、表示システムの異なる能力に適合させる。表示装置を有する他の装
置（例えば、４６、４８）、例えば、ヘッドアップ表示装置（Ｈｅａｄ　Ｕｐ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）（ＨＵＤ）が使用されてもよい。
【００４０】
　[0042]表示装置のために構成されるデータは、航空乗務員のための１：１の縮尺の図表
による提示画像を含む。１：１の縮尺で提示される項目は、レーダ円錐又は区域（検出器
２６によって適用されるレーダ視角）及び航空機の図表表現を含む。レーダ検出器２６に
よって検知された障害物は、予め規定された航空機の本体部分からのそれらの相対距離を
反映して、レーダ円錐内に配置される。航空乗組員に航空機の外部の障害物の位置及び距
離の有効な映像を提供するために、対象物は、それらの実際の位置に関して画像上に位置
付けられ、配置される。
【００４１】
　[0043]一実施形態では、航空機の制動機、重量、及び現在の速度、並びに、地表面状態
、等（この情報の一部は搭乗員によって手動で入力されてもよいことに留意されたい）の
構成に関して計算された航空機の制動距離に基づいて付近の障害物に関する動的な警告を
提供するために、処理装置３６又は５０は、飛行管理装置（ｆｌｉｇｈｔ　ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ）（ＦＭＳ）、航空データベース、又は他の航空機システムに接
続される。一実施形態では、追加の情報を提供するために、例えば、航空交通管制（ａｉ
ｒ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｏｎｔｒｏｌ）（ＡＴＣ）塔、格納庫、等と障害物を識別するた
めに、検知された障害物は、障害物データベース内のデータと相関する。処理装置３６又
は５０が航空機の軌道に関する情報を受信する場合、障害物警報は、予想される航空機の
軌道に基づいてもよい。
【００４２】
　[0044]一実施形態では、警報装置の表示装置は、障害物の相対距離に関する情報を提供
し、付近の障害物に関してその位置に基づいて操縦士に通知する。航空機の速度、重量、
及び制動機構成のような追加情報が利用可能な場合、制動距離も計算され、提示される。
【００４３】
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　[0045]一実施形態では、聴覚成分が表示装置５４に付随する。聴覚成分は、表示装置５
４に搭乗員の注意を引くために使用され、又はより具体的な指令を搭乗員に提供する音声
成分を含む。
【００４４】
　[0046]一実施形態では、処理装置３６又は５０は、動的に計算された航空機の制動距離
（利用可能な情報（例えば、制動機の構成、重量、速度、地表面状態、軌道、距離、等）
に基づく障害物と衝突するまでの時間）を使用する。処理装置３６又は５０は、地上車両
だけでなくすべての地上の対象物（障害物）との潜在的衝突を扱う。
【００４５】
　[0047]一実施形態では、表示装置５４は、航空機の速度及び現在の搭乗員の要求に関し
て表示モードで動作する。低速での地上走行時、低域モードが表示され、したがって、異
なる障害物の距離、形状、及び位置についての正確な情報を搭乗員に提供する。第２の高
速モードでは、障害物に関する情報は、自機から遠くに位置する障害物及び障害物に関す
る注意報を表示することとの交換として減少される。この場合には、レーダ検出器視野角
も減少され、表示される画像で同様に反映される。
【００４６】
　[0048]図３は、縦表示での通常様式の画像８０を示す。画像８０は、自機絵記号８２の
左翼先端から始まる左適用範囲領域８４、及び自機絵記号８２の右翼先端から始まる右適
用範囲領域８６を含む。適用範囲領域８４、８６は、主体航空機からの距離に基づく円弧
状の距離線を含む。障害物が処理装置３６又は５０によって検知された場合、障害物は障
害物までのメートル又はフィートでの距離によって確認される。障害物までの距離が減少
すると、対象物と衝突するまでの時間は減少し、予め決められた演算手順を使用して１つ
又は複数の通知が操縦士に提供される。基本的な実施は、障害物の距離のみに通知の基礎
を置くことができ、高度な実施は、航空機の速度、他の航空機システムの構成、及び／又
は地表面状態のような環境因子をアルゴリズムに組み入れる。
【００４７】
　[0049]表示装置５４は、他の航空電子工学システムからの情報と統合された基本の視野
で操縦士に提示されてもよい。運航乗員のための強化された障害物認識を提供するために
、検出器２６からの情報は、現場のデータベース６０からの対象物データ（照明システム
、格納庫、塔、等）と組み合わされる。
【００４８】
　[0050]図４に示すように、最も近い障害物が、左及び右翼先端検出器２６の両方の視野
内にあるものとして確認されている。障害物は、主体航空機から８５ｍであることが決定
されている。したがって、適用範囲領域８４、８６内の円弧線９０、９２は、関連する距
離目印で照明される。他の形式の絵記号が提示されてもよい。
【００４９】
　[0051]図５に示すように、最も近い障害物は６６ｍに位置している。
　[0052]図６に示すように、左翼先端に位置する検出器２６のみが２６ｍの最も近い障害
物を識別した。したがって、左適用範囲領域８４は、右適用範囲領域８６と異なって照射
され、２６ｍ線が視覚的に識別される。他の形式の円錐陰影付け処理が用いられてもよい
。例えば、最も近い障害物が１００メートル乃至７０メートル離れている場合、円錐の７
０ｍより上の領域は青色で塗りつぶされる。最も近い障害物が７０ｍ及び５０ｍ間の場合
、円錐の５０～１００ｍの領域が塗りつぶされる。最も近い障害物が５０ｍ未満の場合、
円錐全体が塗りつぶされる。
【００５０】
　[0053]図７に示すように、高精度様式画像１００が、使用者の要求に基づいて、又は予
め決められたしきい値内の障害物の感知に基づいて自動的に提示される。高精度様式画像
１００では、図４に示すものより、航空機絵記号１０２は大きく、左及び右適用範囲領域
１０４、１０６は低い範囲限界を有する。また、障害物の形状情報がデータベース６０又
は他の情報源から利用可能な場合、障害物の輪郭が適用範囲領域（複数可）１０４、１０



(10) JP 2013-249057 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

６内に提示される。
【００５１】
　[0054]図８～図１０に示すように、中心寄り及び外側寄り区域警報を提供する代わりの
翼先端危険の表示手法が示される。これらの２つの区域は、対象物の位置と、航空機がそ
の現在命じられている経路上であり続ける場合、航空機は対象物と衝突するであろうとい
う仮定とに基づく。
【００５２】
　[0055]処理装置３６又は５０は、検出器データ、又は空港データベースのような他のデ
ータ源に基づいて、検知された対象物が検出領域（すなわち、航空機の前方）内であるか
、並びに、翼の及ぶ範囲の外側（外側寄り区域）又は翼の及ぶ範囲の内側（中心寄り区域
）のいずれであるかを決定する。検知された対象物が外側寄り区域内である場合、対象物
は、通過するには安全である。検知された対象物が中心寄り区域内である場合、操縦又は
停止が必要である。区域は、他の航空機部分（例えば、機首、尾部、及び発動機覆い）を
保護するために使用されてもよい。
【００５３】
　[0056]図８に示すように、翼先端警報画像１２０は航空機の輪郭１２２を含む。最低で
も、検出器領域１２４との縮尺の感覚のために航空機の翼のみが示される。検出器領域１
２４の領域は、２つの区域１２６、１２８を含む。第１の区域１２６（外側寄り区域）は
「安全」区域であり、その中に存在するいかなる検知された対象物も、航空機とのいかな
る接触も回避する結果を生じることになる。第２の区域１２８（中心寄り区域）は「危険
」区域であり、その中にあるいずれの対象物も、航空機がその現在の進路を続ける場合に
は、航空機によって衝突されることになる。「安全の余裕幅」が区域境界の規定に含まれ
てもよい。図８では、目標／対象物は第１又は第２の区域１２６、１２８に現れない。
【００５４】
　[0057]図９及び図１０に示すように、第１及び第２の領域内の最も近い対象物／目標が
示される。絵記号の色、質感、及び／又は位置は、対象物がどのような領域内にあるかを
示す。図９に示すように、第１の目標は、２２ｍに左領域の「危険」区域内の範囲線及び
距離吹き出し１３０によって確認される。第２の目標は、３０ｍに右領域の「安全」区域
内の範囲線及び距離吹き出し１３２によって確認される。
【００５５】
　[0058]図１０に示すように、最も近い安全な対象物は、３０ｍに左領域の「安全」区域
内の範囲線及び吹き出し１４０によって確認される。最も近い危険対象物は、２２ｍに左
領域の「危険」区域内の範囲線及び吹き出し１４２によって確認される。この実施形態は
、遠く離れた実際の危険の監視を可能にする。
【００５６】
　[0059]図１１に示すように、右領域１５０及び左領域１５２が自機絵記号１５６の前方
に提示される。障害物が検知されたとき、障害物ポップアップボックス１５４が左領域１
５２の隣に現れる。障害物ポップアップボックス１５４は、危険を引き起こす最も近い障
害物に関連する情報を提供する。ここで障害物は、左領域１５２内の９８ｍに確認される
。衝突までの時間が、航空機の速度、並びに、障害物に関連する軌道情報及び移動情報に
基づいて決定されている。衝突までの時間は、障害物ポップアップボックス１５４内に提
示される。右領域１５０は、関連付けられた検出器（複数可）（右翼先端及び／又は尾部
）から十分な情報を受信していない。
【００５７】
　[0060]上述したすべての実施形態は、音声警報で増強されてもよい。目標が「危険」区
域内にある場合、音声警報／通知を介して操縦士に伝達されてもよい。音声警報は、潜在
的な危険がより差し迫る（衝突までの時間が減少する）につれて、より顕著になってもよ
い。音声信号の顕著性は、例えば、音声警報の音量、高さ、及び／又は周波数（すなわち
、音を出す間隔を減少する）を漸進的に増加することによって表現されてもよい。他の航
空電子工学システムから得られた（又は搭乗員によって手動で入力された）現在の航空機
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の状態（例えば、対地速度、加速度、機首方位、旋回率、姿勢、地表面状態、等）に関す
る情報に基づいて、航空機の翼先端の軌道が予測される。一実施形態では、翼先端ベクト
ルの予測は時間基準であり、例えば、翼先端軌道の１０又は１５秒予測である。他の実施
形態では、ベクトル予測は距離基準であり、例えば、次の１００フィート（３０ｍ）に関
する翼先端軌道の予測である。航空機の状態に関するデータは、空港面に位置する地上シ
ステムからデータリンクされてもよい（例えば、航空機にデータリンクされた地上レーダ
由来の対地速度）ことに留意されたい。他の実施形態では、ベクトルは他の航空機の特徴
部から見積もることができる。
【００５８】
　[0061]予測された翼先端軌道に関する情報を、障害物の位置及び形状についての情報と
結合することは、潜在的な衝突に関する強化された認識及び警告に関する基礎を操縦士に
提供する。障害物の位置は、翼先端レーダ反射、放送型自動従属監視（ＡＤＳ－Ｂ）のよ
うな航空機監視データ、及び／又は空港移動地図データベース（例えば、空港面上の建物
、塔、等の位置）の組み合わせに基づく。ＡＤＳ－Ｂ形式のデータは航空機形式のデータ
を提供し、機上データベースは航空機の形状に関する探索表を提供する。障害物の正確な
位置を検知するために使用され得る他の代わりの手段は、データリンクされた地上レーダ
反射、放送型交通情報サービス（ＴＩＳ－Ｂ）、及び将来の環境のシステム全体情報管理
（ｓｙｓｔｅｍ－ｗｉｄｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）（ＳＷＩ
Ｍ）データを含む（しかし、これらに限定されない）。
【００５９】
　[0062]障害物の相対的な位置及び翼先端ベクトルは、表示装置上に強化された認識を提
供する。処理装置３６又は５０は、翼先端ベクトル（複数可）が障害物を貫通する場合、
危険を認識する。視覚的及び／又は聴覚的警報が搭乗員に提示される。代わりに、処理装
置３６又は５０は、翼先端ベクトル（複数可）が障害物の周囲の安全余裕幅外包を貫通す
る場合、危険を認識する。このシステムは、操縦士が障害物の位置を認識することだけで
なく、任意の地上滑走操縦が十分な余裕幅を提供することも保証する。
【００６０】
　[0063]図１２に示すように、移動地図画像１８０は、自機絵記号１８２を、動的に計算
された翼先端軌道ベクトル１８４、１８６、及び自機絵記号１８２の翼先端から出る検出
器適用範囲領域１９０、１９２と共に提示する。
【００６１】
　[0064]この概念のいくつかの可能な実施は以下に含まれ、それらは電子表示装置上に示
されているが、本発明はこの形式の表示装置に限定されない。例えば、本発明は、安全な
／危険な翼先端軌道及び障害物の相対的な位置を示すために、単純な灯及び／又は聴覚的
指示を使用して実施されてもよい。
【００６２】
　[0065]翼先端の軌道の推定は、左及び右検出器から又は他の情報源から得られたスカラ
速度情報からの航空機曲線半径の計算に基づく。翼先端ベクトル情報は、図８～図１０に
示す「危険」及び「安全」区域と組み合わされてもよい（すなわち、区域分割線が翼先端
の推定された軌道によって表される）。
【００６３】
　[0066]図１３は、曲率を示す翼先端軌道ベクトル１８４－１、１８６－２を示す。障害
物２００が、左検出器適用範囲領域１９０内の５６ｍで検出されている。
　[0067]図１４は、２５ｍの障害物絵記号２０６に接触する右翼先端軌道ベクトル１８６
－２によって示されるように、左旋回時に右翼先端が障害物と衝突することが予測される
ことを示す。衝突する障害物の認識を強化するために、琥珀色の右ベクトル又は琥珀色の
障害物のような視覚的符号化が使用されもよい。
【００６４】
　[0068]図１５は、検出された障害物との衝突を避けることになる予測された翼先端軌道
を示す。障害物絵記号２１０が、右検出器適用範囲領域１９２内に提示される。翼先端軌
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航空機がその現在の旋回を続ける限り、対応する翼先端は関連する障害物との衝突を避け
ることになることを示す。
【００６５】
　[0069]上記で導入されたすべての認識及び警告人工物は、空港移動地図（図１６及び図
１７）のように、二次元表示装置若しくは三次元表示装置のいずれで提示されてもよく、
又はＨＵＤ型装置に投影されてもよい。
【００６６】
　[0070]図１６に示すように、二次元移動地図表示２２０は、自機絵記号２２２を、自機
絵記号２２２の翼先端から突き出された翼先端軌道ベクトル２２４、２２６と共に含む。
右側ベクトル２２６は、対象物絵記号２２８と交差し、したがって、潜在的な衝突事象を
示す。右側ベクトル２２６は、どのような障害物との衝突も避けるように突き出された左
側ベクトル２２４とは異なって（すなわち、色、模様、点滅）提示される。交通絵記号２
３０が、データ通信（例えば、ＡＤＳ－Ｂ）で受信された情報に基づいて提示される。
【００６７】
　[0071]図１７に示すように、後方の上から見た斜視図画像２４０が、自機絵記号２４２
を、自機絵記号２４２の翼先端から投射された翼先端軌道ベクトル２４４、２４６と共に
提示する。自機絵記号２４２上の中心に置かれたコンパス絵記号２５０も提示される。コ
ンパス絵記号２５０は、自機のコンパス向首方向を提供する。
【００６８】
　[0072]独占的所有又は権利が主張される本発明の実施形態は、添付のように定義される
。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(15) JP 2013-249057 A 2013.12.12

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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